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⑵　

障
害
者
雇
用
納
付
金
制
度

　

障
害
者
の
雇
用
に
伴
う
事
業
主
の
経
済

的
負
担
の
調
整
を
図
る
た
め
に
、
障
害
者

雇
用
納
付
金
を
雇
用
率
未
達
成
事
業
主
に

対
し
て
、
不
足
1
人
に
つ
き
月
額
５
万
円
徴

収
し
て
い
ま
す
（
適
用
対
象
：
常
用
労
働
者

２
０
０
人
超
）。
ま
た
、
障
害
者
雇
用
調
整
金

を
雇
用
率
達
成
事
業
主
に
対
し
て
、
超
過
１

人
に
つ
き
月
額
２
７
、０
０
０
円
支
給
し
て
い

ま
す
（
適
用
対
象
：
常
用
労
働
者
２
０
０
人

超
）。

　　

厚
生
労
働
省
で
は
、
障
害
の
あ
る
人
が
障

害
の
な
い
人
と
同
様
、
そ
の
能
力
と
適
性
に

応
じ
た
雇
用
の
場
に
就
き
、
地
域
で
自
立
し

た
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
社
会

の
実
現
を
目
指
し
、
障
害
の
あ
る
人
の
雇
用

対
策
を
総
合
的
に
推
進
し
て
い
ま
す
。

　

障
害
者
雇
用
に
つ
い
て
は
、
障
害
者
の
雇

用
者
数
が
年
々
増
加
し
て
お
り
、
民
間
企
業

に
お
い
て
は
平
成
２４
年
６
月
１
日
現
在
で

３８
・
２
万
人
（
２３
年
同
月
３６
・
６
万
人
）
と

９
年
連
続
で
過
去
最
高
を
更
新
す
る
な
ど
、

着
実
に
進
展
し
て
い
ま
す
。
雇
用
者
の
う

ち
、
身
体
障
害
者
は
２９
・
１
万
人
（
対
前
年

比
２
・
３
%
増
）、
知
的
障
害
者
は
７
・
５
万

人
（
同
８
・
７
%
増
）、
精
神
障
害
者
は
１
・

７
万
人
（
同
２７
・
５
%
増
）
と
、
い
ず
れ
も
前

年
よ
り
増
加
し
、
特
に
精
神
障
害
者
が
大
き

く
増
加
し
ま
し
た
。
ま
た
、
民
間
企
業
全
体

の
実
雇
用
率
に
関
し
て
も
過
去
最
高
の
１
・

６９
%
（
前
年
は
１
・
６５
%
）
と
な
っ
て
い
ま

す
。
さ
ら
に
、
平
成
２４
年
度
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
を
通
じ
た
就
職
件
数
は
平
成
２３
年
度
を
上

回
り
、
６
８
、３
２
１
件
（
対
前
年
度
比
１５
・

１
%
増
）
と
過
去
最
高
を
更
新
し
て
い
ま
す
。

　
「
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法

律
」（
障
害
者
雇
用
促
進
法
）
は
、
障
害
者

の
雇
用
義
務
等
に
基
づ
く
雇
用
の
促
進
等
の

た
め
の
措
置
、
職
業
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

の
措
置
等
を
通
じ
て
、
障
害
者
の
職
業
の
安

定
を
図
る
た
め
に
制
定
さ
れ
ま
し
た
。

⑴　

雇
用
義
務
制
度

　

事
業
主
に
対
し
、
障
害
者
雇
用
率
に
相
当

す
る
人
数
の
身
体
障
害
者
・
知
的
障
害
者
の

雇
用
を
義
務
づ
け
て
い
ま
す
。

　

民
間
企
業
…
…
…
…
…
…
…
…
２
・
０
％

　

国
、
地
方
公
共
団
体
、
特
殊
法
人
等

　
　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２
・
３
％

　

都
道
府
県
等
の
教
育
委
員
会
…
２
・
２
％

障害者雇用促進法の概要

厚生労働省 職業安定局　高齢・障害者雇用対策部　障害者雇用対策課

国の施策

※
１　

平
成
２７
年
４
月
よ
り
１
０
０
人
を
超
え
る
事
業
主
に

拡
大
し
ま
す
。

※
２　

こ
の
他
、
２
０
０
人
以
下
（
平
成
２７
年
４
月
よ
り

１
０
０
人
以
下
）
の
事
業
主
に
つ
い
て
は
報
奨
金
制
度
が

　

1　

は
じ
め
に

2　

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る

　
　

法
律
の
概
要
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※
大
企
業
等
に
お
い
て
、
障
害
者
を
多
数
雇
用
す
る
等
一
定

の
要
件
を
満
た
す
会
社
（
特
例
子
会
社
）
を
設
立
し
た
場

合
等
、
雇
用
率
算
定
の
特
例
も
認
め
て
い
ま
す
。

※
障
害
者
を
１
人
以
上
雇
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
民
間
企

業
の
範
囲
が
、
平
成
２５
年
４
月
１
日
以
降
、
従
業
員
５６
人

以
上
か
ら
５０
人
以
上
に
変
更
さ
れ
ま
し
た
。
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主
に
支
給
（
障
害
者
１
人
に
つ
き
上
限

２
２
５
万
円
）
し
ま
す
。

②　

障
害
者
を
介
助
す
る
者
等
を
配
置
し
た

　

場
合
の
助
成
措
置

○　

障
害
者
介
助
等
助
成
金

　

適
切
な
雇
用
管
理
の
た
め
に
必
要
な
介

助
者
等
の
配
置
・
委
嘱
を
行
う
事
業
主
に

支
給
（
職
業
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
配
置
１

人
に
つ
き
月
１５
万
円
等
）
し
ま
す
。

③　

通
勤
の
配
慮
を
行
っ
た
場
合
の
助
成
措

　

置○　

重
度
障
害
者
等
通
勤
対
策
助
成
金

　

障
害
者
の
通
勤
を
容
易
に
す
る
た
め
の

措
置
を
行
う
事
業
主
等
に
支
給
（
通
勤
援

助
者
の
委
嘱
１
人
に
つ
き
１
回
２
、０
０
０

円
等
）
し
ま
す
。

④　

職
場
適
応
援
助
者
に
よ
る
援
助
を
行
っ

　

た
場
合
の
助
成
措
置

○　

職
場
適
応
援
助
者
助
成
金

　

職
場
適
応
援
助
者
に
よ
る
援
助
の
事
業

を
行
う
場
合
（
福
祉
施
設
型
）
や
、
事
業

主
が
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
雇
用
に
伴

い
必
要
と
な
る
援
助
を
行
う
職
場
適
応
援

助
者
の
配
置
を
行
う
場
合
（
事
業
所
型
）

に
支
給
（
日
額
１
４
、２
０
０
円
等
（
福
祉

施
設
型
）
等
）
し
ま
す
。

⑤　

能
力
開
発
を
行
っ
た
場
合
の
助
成
措
置

○　

障
害
者
能
力
開
発
助
成
金

　

障
害
者
の
職
業
に
必
要
な
能
力
を
開
発

し
、
向
上
さ
せ
る
た
め
の
能
力
開
発
訓
練

事
業
を
行
う
事
業
主
等
が
、
能
力
開
発
訓

練
の
た
め
の
施
設
・
設
備
の
整
備
を
行
う

場
合
等
に
支
給
（
上
限
２
億
円
（
施
設
設

置
）
等
）
し
ま
す
。

　

上
記
の
ほ
か
、
在
宅
就
業
障
害
者
に
仕
事

を
発
注
す
る
事
業
主
に
対
す
る
特
例
調
整

金
・
特
例
報
奨
金
の
制
度
が
あ
り
ま
す
（
在

宅
就
業
障
害
者
支
援
制
度
）。

⑶　
「
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る

　

法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
の
概
要

　

最
近
の
障
害
者
雇
用
対
策
と
し
て
、「
障

害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
が
平
成
２５
年
６
月

１３
日
成
立
し
、
同
月
１９
日
に
公
布
さ
れ
ま
し

た
。
以
下
、
そ
の
概
要
に
つ
い
て
ご
説
明
い

た
し
ま
す
。

①　

障
害
者
に
対
す
る
差
別
の
禁
止

【
施
行
期
日　

平
成
２８
年
４
月
１
日
】

　

雇
用
の
分
野
に
お
け
る
障
害
を
理
由
と
す

る
差
別
的
取
扱
い
を
禁
止
し
ま
す
。
障
害
者

に
対
す
る
差
別
の
禁
止
と
し
て
想
定
さ
れ
る

の
は
、

・
賃
金
を
引
き
下
げ
る
こ
と
、
低
い
賃
金

を
設
定
す
る
こ
と
、
昇
給
を
さ
せ
な
い

こ
と

・
研
修
、
現
場
実
習
を
受
け
さ
せ
な
い
こ

と

等
で
す
。

②　

合
理
的
配
慮
の
提
供
義
務

【
施
行
期
日　

平
成
２８
年
４
月
１
日
】

　

事
業
主
に
、
障
害
者
が
職
場
で
働
く
に
あ

た
っ
て
の
支
障
を
改
善
す
る
た
め
の
措
置
を

講
ず
る
こ
と
を
義
務
付
け
ま
す
。
た
だ
し
、

当
該
措
置
が
事
業
主
に
対
し
て
過
重
な
負
担

を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
る
場
合
を
除
き
ま
す
。

合
理
的
配
慮
の
提
供
義
務
と
し
て
想
定
さ
れ

る
の
は
、

・
車
い
す
を
利
用
す
る
方
に
合
わ
せ
て
、

机
や
作
業
台
の
高
さ
を
調
整
す
る
こ
と

・
知
的
障
害
を
も
つ
方
に
、
口
頭
だ
け
で

な
く
わ
か
り
や
す
い
文
書
・
絵
図
を
用

い
て
説
明
す
る
こ
と

等
で
す
。

③　

苦
情
処
理
・
紛
争
解
決
援
助

【
施
行
期
日　

平
成
２８
年
４
月
１
日
】

ア　

事
業
主
に
対
し
て
、
①
・
②
に
係
る

そ
の
雇
用
す
る
障
害
者
か
ら
の
苦
情
を

自
主
的
に
解
決
す
る

こ
と
を
努
力
義
務
と

し
て
い
ま
す
。

イ　

①
・
②
に
係
る
紛

争
に
つ
い
て
、「
個

別
労
働
関
係
紛
争
の

解
決
の
促
進
に
関
す

る
法
律
」
の
特
例

（
紛
争
調
整
委
員
会

に
よ
る
調
停
や
都
道

府
県
労
働
局
長
に
よ

る
勧
告
等
）
を
整
備

し
ま
す
。

④　

法
定
雇
用
率
の
算
定

　

基
礎
の
見
直
し
に
つ
い
て

　
　
【
施
行
期
日　

平
成
３０

　
　

  

年
４
月
１
日
】

　

法
定
雇
用
率
の
算
定
基

礎
の
対
象
に
、
新
た
に
精

神
障
害
者
を
追
加
し
ま
す
。
た
だ
し
、
施
行

後
５
年
間
（
平
成
３０
年
４
月
１
日
〜
平
成
３５

年
３
月
３１
日
ま
で
）
は
猶
予
期
間
と
し
、
精

神
障
害
者
の
追
加
に
係
る
法
定
雇
用
率
の
引

き
上
げ
分
は
、
計
算
式
ど
お
り
に
引
き
上
げ

な
い
こ
と
も
可
能
と
し
ま
す
。

　

な
お
、
具
体
的
な
引
上
げ
幅
に
つ
い
て

は
、
障
害
者
の
雇
用
状
況
や
行
政
の
支
援
状

況
等
を
踏
ま
え
、
労
働
政
策
審
議
会
障
害
者

雇
用
分
科
会
で
議
論
し
ま
す
。

⑷　

障
害
者
雇
用
納
付
金
制
度
に
基
づ
く

　

助
成
金
に
つ
い
て

　

独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇

用
支
援
機
構
に
お
い
て
実
施
し
て
い
る
、
障

害
者
を
雇
い
入
れ
る
た
め
の
施
設
の
設
置
、

介
助
者
の
配
置
等
に
関
す
る
助
成
金
に
つ
い

て
ご
説
明
し
ま
す
。

①　

障
害
者
が
作
業
を
容
易
に
行
え
る
よ
う

　

な
施
設
の
設
置
・
整
備
を
行
っ
た
場
合
の

　

助
成
措
置

○　

障
害
者
作
業
施
設
設
置
等
助
成
金

　

障
害
者
が
作
業
を
容
易
に
行
う
こ
と
が

で
き
る
よ
う
配
慮
さ
れ
た
作
業
施
設
等

（
知
的
障
害
者
等
の
作
業
能
力
に
合
わ
せ
た

改
造
や
安
全
装
置
の
取
付
け
が
な
さ
れ
た

設
備
等
）
の
設
置
・
整
備
・
賃
借
を
行
う

事
業
主
に
支
給
（
障
害
者
１
人
に
つ
き
上

限
４
５
０
万
円
）
し
ま
す
。

○　

障
害
者
福
祉
施
設
設
置
等
助
成
金  

　

障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
福
祉
の
増
進

を
図
る
た
め
、
障
害
者
が
利
用
で
き
る
よ

う
配
慮
さ
れ
た
保
健
施
設
、
給
食
施
設

等
の
福
利
厚
生
施
設
の
整
備
を
行
う
事
業

特集●障害者の雇用に向けて

　

あ
り
ま
す
。

※
な
お
①
、
②
に
関
連
し
て
、
ど
う
い
っ
た
も
の
が
差
別
的

取
扱
い
等
に
該
当
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
指
針
に

よ
っ
て
定
め
る
こ
と
と
し
ま
す
。

身体障害者、知的障害者及び精神障害者である常用労働者の数
＋ 失業している身体障害者、知的障害者及び精神障害者の数

常用労働者数  －  除外率相当労働者数  ＋  失業者数
法定雇用率 ＝

追加【法定雇用率の算定式】




